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●保全管理計画に基づく森づくりの推進
　森ごとに具体的な管理の計画を定めた「保全管理計画」
を策定し、愛護会などと連携して森づくりを推進します。

（2）指定された樹林地における維持管理の支援
　土地所有者の維持管理負担を軽減するため、緑地保全制度により指定した樹林地の外周部な
どで土地所有者が行う危険・支障樹木の管理作業を支援します。これにより、緑地保全制度の
指定を推進します。

（3）生物多様性に配慮した防災性・安全性の向上
　防災や安全面の対策が必要な緑地の法面を対象に、生物
多様性にも配慮した法面整備を推進します。

（4）間伐材の有効活用
　チッパーの貸出しなどにより、間伐材の有効活用を推進
します。

事業②　生物多様性・安全性に配慮した森づくり

　樹林地の維持管理（森づくり）を行う際の技術指針である森づくりガイドライン等を活用し、
生物多様性の保全、利用者の安全や快適性の確保、良好な景観形成など、森に期待される多様な
役割に配慮した森づくりを推進します。また、緑地保全制度の指定を受けた土地を所有する方の
維持管理負担を軽減するための支援を行います。

（1）森づくりガイドライン等を活用した森の育成
●森づくりガイドライン等を活用した維持管理の推進
　市民の森、市有緑地及び都市公園内のまとまった樹林
を対象に、維持管理の技術指針である森づくりガイドラ
イン等を活用し、生物多様性の保全や利用者などの安全
確保のため、愛護会などと連携して森づくりを推進しま
す。また、散策路などの施設の修繕や維持管理に必要な
施設の整備を行います。

事業 取　　組 5か年の目標 備　　考

② （1）森づくりガイドライン
等を活用した森の育成

●  ガイドライン等を活用した維持
管理：推進

● 保全管理計画の策定： 樹林地　15か所
公園 10か所

・維持管理（森づくり）の対象
　樹林地：市民の森、ふれあいの樹林等
　公園：まとまった樹林のある公園
（35か所）

（2） 指定された樹林地にお
ける維持管理の支援

●維持管理の支援：650件

（3） 生物多様性に配慮した
防災性・安全性の向上

●法面の整備：10か所

（4）間伐材の有効活用 ●チッパーの貸出し：推進 ・間伐材の活用方法も検討

森づくりを推進している樹林地

施策２　良好な森を育成する取組の推進

取組の目標

チッパーの貸出しによる支援の様子
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目標の設定　ゾーニング（エリアわけ）　管理の方法
みんなで話し合って、調査をして、目標を共有する

生物多様性や安全性に配慮した維持管理の実施

いろいろな立場の人
・利用者
・土地所有者
・森づくり活動をする人
・行政（管理者）
・事業者

その森の立地、歴史
・地形や気候
・周りの土地利用
・昔の土地利用
・風習や言い伝え、伝統行事

いろいろな生き物
・明るい森が好きな生き物
・暗い森が好きな生き物
・湿地が好きな生き物
・森も草地も必要な生き物

森づくり
必要に応じて、
作業内容や方法の見直し 維持管理の成果を確認

森づくりガイドラインの活用と保全管理計画

多彩な顔を持つ横浜の森

　「森づくりガイドライン（平成 25年３月策定）」は、森の維持管理をするための手法
などが整理された技術指針です。「保全管理計画」は、このガイドラインを活用して具体
的な管理の計画を定めたものです。
　保全管理計画をつくる際には、市民の森等に携わる様々な立場の人（利用者や土地所
有者、森づくり活動をする人、行政など）や森の生き物、地域の文化や伝統なども生か
しながら、目標となる森の姿を考えます。これまでに市内 14か所（平成 24年度末時
点）の樹林地で計画を策定しました。
　計画策定後は、作業の成果を確認し、必要に応じて作業内容や方法を見直しながら、
目標となる森の姿を目指して維持管理を行っています。

　横浜の森は、実に多彩な顔を持っています。田んぼや川に水を供給する水源の森や、
子どもたちが昆虫を探しにやってくる生き物を育む森、四季折々の花が咲き、爽やかな
風が吹き抜ける散策コースなど、いずれの森も、市民の暮らしを豊かにしてくれます。
　こうした森を、次世代に引き継ぐための取組を、市民や事業者とも連携しながら進め
ていきます。

市民の森と水辺（戸塚区） ヤマユリ（緑区） 竹細工を体験する子どもたち

4



5



6



7



 
8



9



10



11



12



13
13



14



 

 
 
 

 
 
 

26 10 1  
 

13  

 
 

 
 

 

15



16



17



18



 
 

 

 
 

19



 

 
 

5  
 
 

 

20



 

 

21
21



 2

 

 

22
22



 

 
 

23
23



 4

 

 
 

24
24



 2525



 6

 

26
26


	第13回調査部会資料表紙
	配布資料一式(案)縮小

